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第６章 

計画の推進体制 
 

１ 計画の推進体制 
 

 本計画が障害者やその家族にとって意義のあるものとなるよう、施策の推進に当たっては

当事者の視点に立ち、支援等を行います。 

また、様々な障害福祉施策を総合的に推進できるよう、庁内の関係各課や、地域、当事者

団体、事業所等の関係機関と連携し、事業を展開します。専門的な知識を必要とする事例や、

広域的な対応が求められる場合は、近隣自治体や県との情報交換及び連携を行い、対応を図

ります。 

さらに、各施策を円滑に進めていくには市民や地域の障害に対する適切な理解が不可欠で

あるため、広報へきなんやホームページをはじめ、多様な手段で広報・啓発を行います。 

 

 

２ 計画の進捗管理 
 

本計画を着実に推進するため、“ＰＤＣＡサイクル“（計画（Ｐｌａｎ）、実行（Ｄｏ）、評価

（Ｃｈｅｃｋ）、改善（Ａｃｔ））に基づき、進捗管理を行います。本計画の成果目標につい

て、毎年度実績を把握し、福祉施策や関連施策の動きも含めて中間評価、分析を行います。

その結果に基づき、必要に応じて本計画の変更や事業の見直しを行うこととします。 

なお、本計画の達成状況の点検及び評価については、地域自立支援協議会が中心となり、

役割を担います。 

 

  


